
参考資料　１

自転車条例の比較
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府、県、区、市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
府民、県民、市民、区民 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自転車利用者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
自転車小売業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関係団体 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
交通安全活動団体 ○ ○
事業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校、学校長、学校設置者 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
保護責任者 ○ ○ ○ ○ ○
鉄道事業者、公共交通事業
者

○ ○ ○
施設の設置者 ○ ○
自動車運転者 ○
乗車用ヘルメット ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △
灯火の備付け等の促進 ○
遵守事項（安全五則） △ △ ○ △ △ △
高齢者への安全対策 ○ △ △
まち歩きの推進 ○
押し歩き推進区間 ○ △
自転車の点検整備等 △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
自転車安全教育等 △ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○
自動車等運転免許を受けた
者に対する自転車交通安全

○

安全利用に関する講習 △ ○ ○ ○
自転車安全運転証・修了証
の交付

○ ○ △

自転車安全利用情報の説明 ○ ○ △ ○

自転車安全利用の日 ○ ○
商店街における自転車に関
する事故防止の取組等

○ △

広報及び啓発等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
歩行環境の整備 ○
自転車利用環境の促進・向
上

○ ○ ○ ○ ○ △

自転車に関する環境の整備 △ △ △ ○ △ ○ ○ ○

公共交通の環境整備 ○
エコ通勤の推進 ○
関係団体への活動支援 △ △ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △ ○
まち歩き団体 ○
自転車利用推進団体 ○
地域交通団体 ○
表彰、顕彰 ○ ○ ○ ○ ○
府民等の自主的な組織活動
の促進

○

自転車駐車対策等協議会 ○
ボランティアとの協働 ○

自動車及び公共交通の連携 ○

推進会議、委員会の設置 ○ ○ ○
指導員・推進員 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △
府・県・市・区の施策への協
力

△ △ △ △ △

市民の協力 ○
警察署長への検挙措置等の
要請

△ ○

警察署との連携や協力 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
放置自転車規定 ○ ○
市民意見の聴取 ○
財務上の措置 ○ ○ ○ ○ ○
国等に対する要望等 △ ○
指導・警告・勧告・公表 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○
委任 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
条例の見直しや点検、検討 ○ ○ ○

凡例　　　　　○ 条文の見出し

　　　　　　　　△ 条文に明記されている項目

施設の設置者　……… 官公署、学校、図書館、公会堂等公益施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車の大量駐車需要を生じさせる施設
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